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令和５年度 

第３６回和歌山市農業委員会議事録 

 

日 時 令和５年６月９日（金曜日） １３時００分 開会 

場 所 和歌山市農業委員会議室 

 

議案第１号 農用地区域除外に係る意見について 

議案第２号 和歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証明願について 

議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

議案第４号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第６号 農用地利用集積計画について 

議案第７号 非農地通知について 

議案第８号 令和４年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表について 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告事項 農地賃貸借契約等登録台帳の賃借人名義変更について 

報告事項 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告事項 農地法第４条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農地法第５条第１項の規定による農地転用届出について 

出席委員（１６名） 

１番 湯川 德弘 

２番 辻本 傑 

３番 笠野 喜久雄 

４番 山本 茂樹 

５番 藤田 城司 

６番 古川 祐典 

７番 土橋 ひさ 

８番 谷河 績 

９番 吉中 雅三 

１１番 廣井 伸多 

１３番 曽根 光彦 

１４番 岩橋 章 

１５番 丸山 勝 

１７番 坂東 紀好 
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１８番 吉川 松男 

１９番 岩橋 章博 

欠席委員 

１０番 中村 弘 

出席職員 

  農業委員会事務局 

   局   長 奥谷 知彦 

   課   長 前口 政明 

副 課 長 藤田 誠一 

班   長 中居 一樹 

   事 務 主 査 西川 祐司 

   事 務 主 任 田伏 諒 

   事 務 主 任 清瀧 篤樹 

  農林水産課 

課   長 中兀 成浩 

企 画 員 川上 和徳 

事務副主査 中井 寛貴 

   

１３時００分 開会 

◆会長（谷河 績）  

それでは、ただいまより、第３６回農業委

員会総会を開会いたします。 

出席委員は在任委員１７名中１６名で、定

足数に達しておりますので、総会は成立し

ています。 

去る５月２９日、丸山委員、笠野委員によ

りまして現地調査並びに事情聴取が行われ

ていますので、後ほど報告方よろしくお願

いします。 

なお、中村委員から都合により欠席したい

旨、連絡がありましたので、ご報告いたし

ます。 

また、農業委員会会議規則第１７条第２項

に規定する議事録署名委員は、辻本委員、

笠野委員にお願いします。 

それでは議案の審議を始めさせていただき

ます。 

議案第１号 農用地区域除外に係る意見に

ついて、提案いたします。 

◆川上企画員 番外 説明します。 

本件は、農業振興地域の整備に関する法律

第１３条第１項 の規定に基づき、同法施

行規則第３条の２第２項の規定により、農

業委員会のご意見をお聴きするものです。 

お手元の資料、農用地区域除外参考資料（

位置図）をご覧ください。 

全５件の申出があり、P.１に、位置図を示

しております。 

全５件、一括して説明させていただきます。 

①について説明させていただきます。 

参考資料の P.４から P.９をご覧ください。 

P.４にありますように申出地は、赤色で着

色し示しており、・・・地区、・・・の北約

４５０ｍに位置しております。 

また、P.５には代替地を、P.６には申出時

に受領した代替地検討書を、P.７には申出

地を周囲から撮影した写真を、P.８には、

農用地区域の広がりを、P.９には、関係各

課の意見を示し、添付しております。参考

にご覧ください。 

申出の経緯について、説明させていただき

ます。 

利用者である・・・は、・・・に設立され、

・・・を営んでいます。現在、トラック、

従業員駐車場及び資材置場等の敷地が手狭

であり、安全性や作業効率が悪い状態です。 

そのため、既存の事業地に隣接する申出地

を新たに露天駐車場及び露天資材置場とし

て利用したい意向です。 

申出地は、北側に既存事業所の雑種地、東

側に宅地、南側に道路、西側に宅地に隣接

した農地となっています。 



 3 

市としては、周辺農地の営農に及ぼす影響

は認められず、農用地区域から除外するこ

とが相当であると考えるものです。 

②について説明させていただきます。 

参考資料の P.１０から P.１５をご覧くだ

さい。 

P.１０にありますように申出地は、赤色で

着色し示しており、・・・に位置しており

ます。 

また、P.１１には代替地を、P.１２には申

出時に受領した代替地検討書を、P.１３に

は申出地を周囲から撮影した写真を、P.１

４には、農用地区域の広がりを、P.１５に

は、関係各課の意見を示し、添付しており

ます。参考にご覧ください。 

申出の経緯について、説明させていただき

ます。 

利用者である・・・は、・・・を主に営ん

でいます。 

現在、従業員駐車場敷地が手狭であり、安

全性等が悪い状態です。 

そのため、既存の事業地に隣接する申出地

を新たに露天駐車場として利用したい意向

です。 

申出地は、北側に市道である堤防道路、東

側に宅地、南側に市道、西側に雑種地に隣

接した農地となっています。 

市としては、周辺農地の営農に及ぼす影響

は認められず、農用地区域から除外するこ

とが相当であると考えるものです。 

③ 、④は関連するため合わせて説明させ

ていただきます。 

参考資料の P.１６から P.２４をご覧くだ

さい。 

P.１６にありますように申出地は、赤色で

着色し示しており、・・・に位置しており

ます。 

また、P.１７、１８、１９には代替地を、

P.２０には申出時に受領した代替地検討書

を、P.２１には申出地を周囲から撮影した

写真を、P.２２には、農用地区域の広がり

を、P.２３、２４には、関係各課の意見を

示し、添付しております。参考にご覧くだ

さい。 

申出の経緯について、説明させていただき

ます。 

利用者である・・・を手掛ける企業です。 

申出地は、和歌山市都市計画マスタープラ

ンにおいて、和歌山北インターチェンジに

近いことから新規産業地に位置づけられた

地域内に存在する農地です。 

同社は事業用地として造成し、自動車整備

工場、倉庫、事務所、露天駐車場を開発し

て利用したい意向です。 

申出地は、北側、東側に県道、南側に里道

を挟んで農地、西側に農地に隣接した農地

となっています。 

市としては、周辺農地の営農に及ぼす影響

は認められず、産業活性化における地域振

興が図れる側面もあるため、農用地区域か

ら除外することが相当であると考えるもの

です。 

⑤について説明させていただきます。 

参考資料の P.２５から P.３０をご覧くだ

さい。 

P.２５にありますように申出地は、赤色で

着色し示しており、・・・に位置しており

ます。 

また、P.２６には代替地を、P.２７には申

出時に受領した代替地検討書を、P.２８に

は申出地を周囲から撮影した写真を、P.２

９には、農用地区域の広がりを、P.３０に
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は、関係各課の意見を示し、添付しており

ます。参考にご覧ください。 

申出の経緯について、説明させていただき

ます。 

利用者である・・・は、個人で・・・を営

んでいますが、資材置場が不足しているた

め、母の所有地に露天資材置場を設置して、

利用したい意向です。 

申出地は、北側に農地、東側に宅地、南側

に宅地、西側に市道に隣接した農地となっ

ています。 

市としては、周辺農地の営農に及ぼす影響

は認められず、農用地区域から除外するこ

とが相当であると考えるものです。 

以上の５件について、農業振興地域の整備

に関する法律第１３条第２項に掲げる第１

号から第６号までの要件のすべてを満たす

と判断し除外を行おうとするものです。な

お、第１号から第６号の要件については、

申出地以外に代替すべき土地がないこと、

地域計画の達成に支障がないこと、農業上

の効率化かつ総合的な利用に支障を及ぼす

おそれがないこと、農用地の利用集積に支

障を及ぼすおそれがないこと、土地改良施

設の有する機能に支障を及ぼすおそれがな

いこと、農業生産基盤整備事業完了後 8年

を経過しているものであることとなってい

ます。 以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．３及びＮｏ．

４ につきまして、現地調査並びに事情聴

取を行っていますので笠野委員さん報告願

います。 

◆３番（笠野 喜久雄） 農用地区域除外

に係る意見について、No.３及び No.４を

説明させていただきます。 

令和５年５月２９日、丸山委員、農林水産

課職員、事務局職員と私で現地調査及び事

情聴取を行いました。 

申請地は、議案書のとおりです。 

申請者の所有者である・・・の両氏は、本

申請地において農業を行っておりましたが、

自身の高齢化と後継者不足から周辺の農家

による管理や売却を検討していたところ、

・・・から購入したいとの申し出があった

ので売却を決めたとのことです。 

一方、譲受人である・・・の当申請地の購

入目的は、北インター周辺で、粉河加太線

など立地条件の良い土地であって、自動車

整備工場などを法人に貸すためとのことで

した。 

申請地は第一種農地であるため原則農地転

用は出来ませんが、計画を進めるには農用

地区域からの除外が必要となります。 

申請地である・・・所有の田８８㎡と・・

・所有の田１３３㎡とは、いずれも開発区

域の東側に位置し、道路に分断された残地

農地で、隣接した農用地はありません。 

本件は農振法による除外条件を満たすと思

われますので除外はやむを得ないと考えま

す。 

また、その後の転用については、改めて調

査、確認し、当委員会の審議に委ねられる

ものと思います。 

委員の皆様のご審議をよろしくお願いしま

す。 

◆会長（谷河 績） 議案第１号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

◆２番（辻本 傑） いま隣で問題ないと

のことでしたが、それに逆らうわけではあ

りませんが、No３と４については、これか

らこうゆう事業を新しく始めたいという申
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し出があったと思うのですが、それ以外の

事例と比べますと今すぐにこれをしなけれ

ばならないという緊急性、必要性が薄い。 

それから、代替する土地がないという理由

ですが、緊急性のない新しい事業の用に供

するというのなら、農振区域外の土地をゆ

っくり探すべきとこのように考えます。 

それからこの土地いずれも狭くて、ひとつ

は非常にいびつな用地です。 

自動車整備工場と言っていますが、そうい

う事業がこの土地で本当にできるのか、そ

れもおそらく周辺を買収すると思いますが

現時点でいえるのは、そうゆうことをする

のは物理的に無理ではないかそういう気が

しています。 

しかも、同じような内容の事業を近隣の２

か所で行うということですが、私はこの考

え方には裏があるとおもいます。 

ひとつは最初から狭い土地で事業を始めて、

そしてしばらくすると敷地が狭くなったの

で隣接地に拡大したいと、隣接地が農業振

興地域か確認していませんが、このように

初めて進出する場合の考え方としては将来

周辺へ次から次へと広げてゆく、こうゆう

ことにならないよう十分な配慮が必要と思

っています。 

更に聞きたいのは、申請書に掲げられてい

るような施設をこの狭い土地に設けて事業

を行うのは物理的に無理ではないかそうい

う気がします。 

事業を行うには追加の農地も必要となって

くるのではないか、このように考えます。 

申請者は・・・を営んでおりますので土地

を手に入れるのは簡単にできるのだと思い

ます。 

それから新たに始める事業は・・・の定款

に規定があるのですか。 

最後に農林水産課にお尋ねします。 

内容の説明欄に効率性及び利便性の面から

申出地以外に代替すべき土地がなく、とあ

りますがこのような記述をする以上、ここ

でゆう効率性及び利便性とは具体的に何を

指しているのかそれを説明していただきた

い。 

◆川上企画員 先ず今回の事業についてわ

かりにくいところがありますので、色々質

問いただきましたが経緯をご説明いたしま

す。 

資料の１６ページをご覧いただきたいので

すが、こちらにある黄色い線の枠のところ

で今回自動車整備工場等を計画されており

ます。 

およそ３０，０００㎡程の事業地になるの

ですが、この計画されている事業地の中に

農用地としてあるのが今回の除外の申出の

あったＮｏ３と４になります。 

それ以外については農用地ではない状態で

す。 

もう一つ、今和歌山市の都市計画マスター

プランの中で計画地の北側にある粉河加太

線と南側国道を繋ぐバイパスの西側の区域

は前回和歌山市の都市計画との整合性を図

るため農用地区域から外しております。 

東側区域は農用地が広がっています。 

バイパスを作る際、どうしても残地農地が

発生し農用地が残っている状態であったと

いうのが今回の大きな原因となっています。 

◆１４番（岩橋 章） 結局、この２件を

農用地区域から除外するということを問わ

れているのですよね。 

黄色の区域は既に除外されており、ここだ

け残っていて、ここを除外する。 
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残地があるから皆さんにどうですかと問わ

れているのですね。 

◆川上企画員 農用地としては今回の申出

地の上だけで自動車整備工場をするわけで

はなく、黄色で囲われたところ全体で自動

車整備工場等をするということになります。 

それなので今回の申出地から広がってゆく

ということではないです。 

◆２番（辻本 傑） そうゆう事はこの資

料のどこに載っていますか、今の説明を聞

いて解った、これで反対する理由はないけ

ど、なぜ資料に解るように書いてないのか、

補足資料でもよかった。 

我々は事前に資料を貰って、それを見て判

断している。 

もしも資料に載っていれば今回質問するこ

とはなかった。 

◆１９番（岩橋 章博） 全体計画の書類

は出てないのですか。 

◆川上企画員 全体の計画はあります。 

◆１９番（岩橋 章博） まず、全体計画

書の提示は必要ですよね、ただ転用問題に

ついては確実かどうかというのは今後の話

で農地転用のときにくわしく検討するとし

ても、今回は全体計画書の提示は必要だっ

たと思います。 

◆会長（谷河 績） 黄色の枠の範囲を・

・・が買収するのだが、今回申出地が農用

地なので最初に除外したい、農地転用でな

いので転用計画の詳細は今の時点では提出

を求められない、今後農地転用と開発許可

の審査の時に出てくる、そうゆう理解でよ

ろしいですね。 

◆２番（辻本 傑） しかし、将来の計画

はこうしたいぐらいのものは出せないのか、

そうでないと除外の判断ができない。 

◆１５番（丸山 勝） 前回事情聴取のと

きに申請者に整備工場として貸すならどこ

の会社か、契約は済んでいるのかと聞き取

ったところ、契約は決まっていないが計画

はあるそうです。 

◆２番（辻本 傑） ということですが、

今回の黄色の枠内の計画は出せないという

ことですね、我々は知りえないということ

であれば、全体計画も解らずに 2つのいび

つな土地で自動車整備工場をするので除外

だけ審議しろという事なら無理でしょう。 

◆３番（笠野 喜久雄） 先程丸山委員が

決まっていないと説明ありましたが、どこ

の法人と契約するということまでは決まっ

ていませんが、どのように利用するといっ

た計画については決まっています、全体計

画を進めるうえで今回除外が必要となった

ということです。 

◆清瀧主任 今法人は決まってないとの説

明でしたが、ある程度内定はされており、

約１年後の農地転用時には、改めて事情聴

取を行い、これに応じていただけるとの了

解を得ています。 

また、除外についてですが先程農林水産課

からも説明ありましたが本来この区域につ

いては地区計画という事で物流とかといっ

たことに使っていきましょうと和歌山市が

指定しております。 

その際に他の部分については除外されてい

ましたが、この部分については道路買収予

定地であったためその時に除外がされてお

らず残地となって、今回除外として出てき

たものです。 

転用と除外については、本来転用の見込み

がなければ除外は出来ないという原則があ

るのですが、今回のケースについては地区
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計画というものがありますので少し意味合

いが違うということをご理解いただきたい

と思います。 

◆２番（辻本 傑） そういうことは説明

を聞いて理解したが、農林水産課は事務の

進め方をもっと考えたほうがいいんじゃな

いですか、我々に解るような資料を提供し

てほしい、そうすればこのような議論は必

要なかった。 

◆農林水産課中兀課長 委員ご指摘のとお

りとおもいますので今後改めていきますの

でよろしくお願いいたします。 

◆会長（谷河 績） 皆様色々ご意見でま

したが、道路残地のために農用地として残

った、全体計画の農転のために今回除外が

出てきた、除外後の農地転用の時に再度現

地調査と事情聴取を行うということでよろ

しいですか。 

他にございますか。 

◆１番（湯川 德弘） 私が考えるには農

業振興は大事な事です。 

農地転用許可については仕方ないと思うも

のの、農業振興という面においてはもう少

し優良農地でないようなところで商売をさ

れては如何かと思います。 

◆会長（谷河 績） 優良農地ではありま

すが和歌山市の都市計画に沿って申請され

た、そういうことでご理解いただきたいと

思います。 

議案第１号についてほかにございませんか、

ないようですので議案第１号はやむを得な

いと決しました。 

議案第２号 和歌山市遊休農地解消対策事

業に伴う遊休農地の証明願について、提案

いたします。 

◆田伏主任 番外 説明いたします。 

議案に同封している対象農地の写真をご覧

ください。 

本件は和歌山市遊休農地解消対策事業補助

金交付要綱第５条の規定に基づいたもので、

補助金の交付申請にあたり遊休農地証明書

を添付する必要があり、借受予定者から証

明願が１件ありました。対象農地の面積は、

田のみで４，４８０平方メートルです。遊

休農地証明書交付の可否についてご審議願

います。なお、対象農地については、１０

ページの議案第６号農用地利用集積計画Ｎ

ｏ．５で利用権の設定を上程しております。

以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第２号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第２号は可決と決定しました。 

議案第３号 相続税の納税猶予に関する適

格者証明願について、提案いたします。 

◆中居班長 番外 説明します。 

本件は、租税特別措置法第７０条の６第１

項の規定による相続税納税猶予に関する適

格者証明書の申請が２件あったものです。

相続人から、耕作を継続する旨の誓約書が

添付されております。 以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第３号について

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第３号は可決と決定しました。 

議案第４号 農地法第３条の規定による許

可申請について、提案いたします。 

◆田伏主任 番外 説明いたします。 
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本件は、農地法第３条の規定に基づく許可

申請で１０件ありました。 

これらの案件は、調査の結果、耕作等に支

障がないこと、当該農地の権利を取得しよ

うとする者は、その取得後において全ての

農地を効率的に耕作し、農作業に常時従事

すると認められるなど、農地法第３条第２

項各号には該当せず、許可要件の全てを満

たしていると思われます。 

なお、Ｎｏ．２は新規耕作です。  

Ｎｏ．３は贈与になり、新規耕作です。 

Ｎｏ．４とＮｏ．５は交換移転になります。 

Ｎｏ．７は市街化区域内の農地で、１０年

間の使用貸借であり、新規耕作です。 

Ｎｏ．８は市街化区域内の農地です。 

Ｎｏ．９は新規耕作です。 

Ｎｏ．１０は市街化区域内の農地で、贈与

になり、新規耕作です。 

また、Ｎｏ．９については新規耕作でかつ

面積が１，０００平方メートル以上のため、

現地調査及び事情聴取を行っておりますの

で、担当委員から報告があります。 

以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．９につきまし

て、現地調査並びに事情聴取を行っていま

すので丸山委員さん報告願います。 

◆１５番（丸山 勝） 議案Ｎｏ.９につ

いて説明します。 

本件は、農地法第３条１項の所有権移転の

許可申請で、５月２９日に、私と笠野委員、

それに事務局と共に現地調査を行い、申請

者である譲受人と申請代行の行政書士の２

人から事情聴取を実施しています。 

申請地は、議案書の通りで、３筆は１枚の

田、残りの２筆も１枚の田と計 2枚の田と

なっており、隣接地ではないものの、田１

枚挟んだ近距離に位置します。 

５月２９日現在の申請地の現況は、若干、

雑草が生えていますが、昨年まで作付けし

ていたものと見受けられました。 

譲受人は・・・で、現在、自宅近くの畑を

借りて家庭菜園をしているが農業に関心が

あり、購買出来る農地を探していたところ、

不動産業者を介して本件申請地と出会い、

この田で新規就農したく購入するとのこと

です。 

譲受人の自宅から本件申請地まで、車で約

３０分かかりますが、譲受人の勤務先は申

請地から車で約５分と近場で、仕事内容も

フレックスタイムと勤務時間に余裕がある

とのことで就農には問題ないとのことです。 

譲受人は、・・・などに手伝ってもらい、

水稲、キャベツ、白菜を作付けする計画で

すが、トラクターやコンバインなどの農機

具が無いところから、当面はリースで作業

し、今後、最近市内で離農した知人から農

機具を譲り受ける予定とのことです。 

水利については地区の自治会長を介して納

めており、農薬も周辺耕作者の取り決めに

従い使用するとのことです。 

また、知人に農協の営農指導員がいて、こ

の知人からノウハウを教わりながら就農し、

将来の展望として、付近で農地を増やした

いとのことで農業に対する意欲が認められ

ます。 

各委員の慎重なご審議をお願します。 

◆会長（谷河 績） 議案第４号について

説明、報告が終わりましたが、この議案に

ついて、何かご意見、ご質問ございません

か。 （異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第４号は可決と決定しました。 
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議案第５号 農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請に対する意見について、提案

いたします。 

◆西川主査 番外 説明いたします。 

申請地の場所を示した簡易地図を議案と共

に配布していますので合わせてご覧くださ

い。 

No.１ 申請地は、・・・に位置し、市街地

に近接する区域内でその規模がおおむね１

０ヘクタール未満のため第２種農地に該当

します。近隣の住民からの駐車場需要が多

い申請地を露天貸駐車場及び看板用地とし

て使用するため転用申請するものです。な

お、使用貸借権設定です。 

No.２ 申請地は、・・・に位置し、おおむ

ね３００ｍ以内に鉄道の駅があるため第３

種農地に該当します。申請人は・・・を目

的とする法人で、申請地が日当たり良く、

発電量を多く見込める土地であることから

太陽光発電施設へ転用申請するものです。 

No.３ 申請地は、・・・に位置し、市街地

に近接する区域内でその規模がおおむね１

０ヘクタール未満のため第２種農地に該当

します。申請人の親族が申請地周辺で・・

・を経営しており、施設で働く職員や、外

来患者の駐車スペースが不足している状態

であるため、当該申請地を職員用の露天駐

車場へ転用申請するものです。 

これらの案件は一般基準を満たしていると

思われます。 

また、Ｎｏ．３については現地調査及び事

情聴取を行っておりますので担当委員から

報告があります。 以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．３につきまし

て、現地調査並びに事情聴取を行っていま

すので丸山委員さん報告願います。 

◆１５番（丸山 勝） 議案Ｎｏ.３につ

いて説明します。 

本件について５月２９日、私と笠野委員、

それに事務局職員とで現地調査を行い、申

請人の代理人である・・・、行政書士から

事情聴取を行いました。 

申請地は、議案書の通りで、３筆は１枚の

土地にまとまり、いずれも地目は畑でミカ

ンが植えられているものの、耕作放棄地の

状態でした。 

申請者は、申請地の北方約２キロメートル

に位置する・・・で、申請者自身、・・・

とのことです。 

転用目的は、・・・駐車場が手狭となり、・

・・の駐車場が不足している状態のため適

地を探していたところ、・・・が所有する

・・・に隣接する本件申請地所有者と売買

契約に至ったとのことです。 

本件申請地と・・・ところから、・・・の

駐車場には不便ではないのかと確認したと

ころ、それぞれバスなどで送迎するとのこ

とです。 

申請地は、整地を行ってから砕石を敷いて

駐車場として使用、雨水の排水は、申請の

以前から周囲にＵ字溝が整備されているの

でこれを利用して下流東側のため池に放流

するとのことです。 

造成工事費用は自己資金で賄い、土地の所

有名義人は、・・・に賃貸するとのことで

す。 

このような状況で、特に問題なしと思慮さ

れますが、各委員の慎重なご審議をお願い

致します。 

◆会長（谷河 績） 議案第５号について

説明と報告が終わりましたが、この議案に

ついて、何かご意見、ご質問はございませ
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んか。 （異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第５号は可決と決定しました。 

議案第６号 農用地利用集積計画について、

提案いたします。 

◆田伏主任 番外、説明いたします。 

利用権新規設定における農地所在地図を議

案と共に配布しておりますので、あわせて

ご覧ください。 

本件は、農業経営基盤強化促進法に基づく

利用権の設定で、新規の契約が９件ござい

ました。 

すべてが使用貸借権の設定で、貸借期間は

議案書のとおりです。 

Ｎｏ．１からＮｏ．３については、農業委

員会による利用権の新規設定、Ｎｏ．４か

らＮｏ．９については、農地中間管理事業

による新規の設定です。 

面積は、田のみで１６，７３２平方メート

ルです。 

また、うち農地中間管理事業による設定が

６件あり、面積は、田１２，３８１平方メ

ートルです。 以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第６号について

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第６号は可決と決定しました。 

議案第７号 非農地通知について、提案い

たします。 

◆清瀧主任 番外、説明いたします。 

本件については、国からの通知である「農

地法の運用について」第４（３）の規定に

基づき、農地法第２条第１項に規定する農

地に該当しないと判断するものです。 

令和５年３月１３日、岡崎地区・・・（３

９件、９５筆）で和田推進委員とともに、

また、令和５年３月２７日、山口地区・・

・（１８件、７０筆）で小栗推進委員とと

もに、令和５年 4 月 14 日、加太地区・・

・（４６件、１１２筆）で中島推進委員と

ともに、現地調査を行ったものです。 

 非農地通知書の交付基準に基づき、対象

であると認められる農地の所有者に対し非

農地判断に係る事前通知を行ったところ、

非農地通知依頼書１１件の提出がありまし

た。面積は、田が４筆、２，０５７㎡、畑

が２８筆、８，０６６㎡です。 

 議案書番号１～１１について、非農地通

知書の交付基準、農業的利用を図るための

条件整備（基盤整備事業の実施等）が計画

されていない土地であって、２０年以上前

から森林の様相を呈しているなど、農地に

復元するための物理的な条件整備が著しく

困難な場合の条件を満たしていると思われ

ます。 

なお、各地区の土地改良区等と協議済です。 

以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第７号について

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第７号は可決と決定しました。 

議案第８号 令和４年度農業委員会の農地

利用の最適化の推進の状況その他事務の実

施状況の公表について、提案いたします。 

◆中居班長 番外、説明します。 

議案書に同封の別紙をご覧下さい。 

本件について、農業委員会は、農業委員会

等に関する法律第３７条の規定により、毎
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年、前年度の活動の点検・評価を行い、公

表することとなっています。 

１ページは、令和４年４月１日現在の、本

市の農業の概要、農業委員の人数等を記載

しています。 

２ページ上段から中段にかけては、担い手

への農地の利用集積・集約化について記載

しています。２ページ中段の③をご覧くだ

さい。令和４年度の新規集積面積の実績は、

３ｈａとなっています。これは、新規で担

い手へ集積された農地面積から、担い手が

規模縮小等の理由で手放したまたは更新し

なかった面積の差し引きの面積となってい

ます。 

集積率は目標の１７．７％に対し、実績１

７．６％と概ね達成している結果となりま

したが、新規の集積面積が増加している一

方、離農や規模縮小等の耕作地が減る要因

もありました。 

２ページ下段から３ページ上段にかけては、

遊休農地の発生防止・解消について記載し

ています。３ページ上段の③実績をご覧く

ださい。 

令和４年度の実績は、解消目標２．６ｈａ

に対し、５．１ｈａの遊休農地を解消しま

した。目標は達成しましたが、新たな遊休

農地も確認されているため、今後、さらな

る解消対策が必要です。 

３ページ下段から４ページ上段にかけては、

新規参入の促進について記載しています。 

４ページ上段をご覧ください。こちらは、

利用権設定等に関して、令和４年度中に新

規参入者に貸し付けた農地所有者の農地面

積を記載しています。令和４年度の目標４．

９ｈａに対し、１３．０ｈａと目標を達成

しています。また、新規参入者の参入状況

についても、過去３年間の平均が１０経営

体３．４ｈａに対し、令和４年度の実績は、

１６経営体、５．３ｈａと増加しています。 

４ページ中段から５ページ中段にかけては、

最適化活動の実績を記載しています。 

活動強化月間の活動実績として、令和５年

１月から３月にかけて戸別訪問等を行いま

した。 

また、新規参入相談会として、令和４年７

月に、県主催のＵＩターン就農相談フェア

に出席しました。 

５ページ下段については、これらの成果実

績及び活動実績の達成率を集計し評価して

おり、和歌山市農業委員会の成果としては、

目標に対して期待を大幅に上回る結果とな

りました。 

６ページについては、総会等の開催内容、

農地法３条事務、農地転用事務の処理件数、

違反転用への対応等について記載していま

す。  

なお、本件のこの別紙については、本総会

承認後、市役所のホームページにて公表を

行います。以上です。 

議案第８号について説明、報告が終わりま

したが、この議案について、何かご意見、

ご質問ございませんか。 （異議なし、と

の声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第８号は可決と決定しました。 

以上で議案の審議は終了しました。 

それでは、第３６回総会を閉会いたします。 

 

１４時 閉会 


